
通知

調査の実施

外部公益通報受付書（様式第１）

面接、書面、電話、
電子メール等

外部公益通報受理（様式第２）

不受理通知書（様式第２）教示第５条第２項

※通知を希望する場合

第５条第１項

第４条第３項

第４条第２項

第８条第１項

第７条第２項

第６条第１項

第６条第２項

あま市における労働者からの外部公益通報処理フローチャート

市（所管課）

通知

通報等の受付

通報等の内容確認

権限あり

受理・不受理の決定

受理 不受理

建設部商工観光課長へ写し提出

権限なし教示

引継ぎ

通報・相談

（送付）

所管課特定及び外部公益通報受付書（様式第１）

所管課の長より提出された書類を基に公式Webサ
イト等で年度の取り扱い件数を公表する

要綱 通報者 市（通報窓口　建設産業部商工観光課

措置の実施

外部公益措置結果（様式第４）

外部公益通報調査・措置結果通知書（様式第５）

建設部商工観光課長へ写し提出

建設部商工観光課長へ写し提出

調査の終了

外部公益通報調査結果（様式第３）

通報事実なし 通報事実あり

第４条


